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 第３章 河道計画編 【五ヶ瀬川水系 北川】 

 

第３章では、河道計画検討の際の河川環境資料を活用した事例の紹介として、北

川の検討事例を紹介します。 

 

北川は、平成 9年 9月の台風 19 号に伴う豪雨災害により、「河川激甚災害対策特別緊急

事業」に採択され、緊急的に河川改修を行うこととなりました。 

北川の自然豊かな現状を生かした質の高い河川空間を整備していくために、『北川「川

づくり」検討委員会』が設立され、河川環境資料を用いた河道計画の検討が行われました。 

 

 

【諸 元】 

指 定 区 分 一級河川 

水系・河川名 五ヶ瀬川水系 北川 

幹川流路延長 50.9km 

流 域 面 積 587.4km２ 

流域関係自治体 
宮崎県延岡市・北川町・北浦町，

大分県宇目町 
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3－1 活用事例の紹介のポイント  

 

北川の河道計画検討の際に、どのような河川環境資料を活用して、どのような結

果を得たのか、４つの検討の流れ・ポイントについて紹介していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

北川の河道計画検討の流れ 

検討結果北川での検討の流れ

生物の生息・生育環境の特徴
魚付き林は重要
河口部でハマナツメ（絶滅危惧ⅠＢ類）を確認
汽水域にカワスナガニが生息
 7.6km上流よりアユ産卵区域が点在

北川の河川環境の特徴
 感潮域が約7㎞
 河畔林が発達
 堰が少ない（27㎞上流までアユが遡上）

活用した河川環境資料

・（　）書きは出典を示す。出典の資料番号と頁
は、下記のうち最新のものを記述した。
　①河川水辺総括資料作成調査の手引き（案）
　②河川環境検討シート作成の手引き（案）

環境区分と生物との関連性の整理
（陸域・水域）(①-P67、②-P50)

地域の歴史やニーズ
 水防林として育成された河畔林がある
 河畔林のある景観の保全
 エノキ・ムクノキの沿川修景木の保全
 昔は河原が多かった（ヤナギ・ヨシ等はなかった）

区間別改修計画

１

（保全対策例）
 ワンドの保全・代償
 魚付き林・景観林、山付部樹林地の保全
 ヨシ群落の改変面積の最小化に配慮
 高水敷の掘削では、水際法面をできるだけ現況
のまま保存

 湿地帯を極力保全するための特殊堤採用や新
設堤防の引提

③生物の生育･生息の場をなるべく保全
④北川には、良好な瀬・淵があり、アユの産卵場、カ
ワスナガニの生息場等があることから、基本的に
低水路は保全し、高水敷の掘削(平水位+1ｍ）・
樹木の伐採で流下能力を確保する。

⑤樹木伐採の方針
●山付きの魚付き林は現況を保全する。水際部
の樹木は必要最小限度の伐採とする。

●地域の景観を維持する上で重要な樹林（景観
林）を極力保全する。

●昔からある水防林のうち、流下能力を阻害す
る樹木は、必要最小限の伐採を行う。

【北川改修の基本的な考え方】

瀬淵の安定性評価
 瀬・淵・澪筋の変化実績
 改修後河道の安定性評価

将来の植生遷移と植生管理
 現況河道内植生の遷移状況
 改修後河道の植生遷移予測と管理方針

河川の概要（河道・自然・社会特性
等）　　（①-P90、②-P23)

ヒアリング結果概要シート
（①-P130、②-P27)

植物；重要な種及び群落の整理(①
-P63、②-P47)

動物；重要な種及び注目すべき生
息地の整理(①-P62、②-P47)

①計画対象流量；5,000m３/s
②洪水防御方式　下流部；連続堤方式
　　　　　　　　　　　　中下流部；霞堤方式
　　　　　　　　　（＋堤防強化、河道掘削、樹木伐採）

⑥改修後河道の変化の予測（維持が困難な改修方
式はとらない）

⑦予測ができない点についてはモニタリングを行
い、計画にフィｰドバックさせる

河川整備基本方針（河川整備計画
検討シート） （②－P70）

環境区分毎の生物の利用及び整
備と保全のための配慮事項
（②-P52)
河川環境情報図（区間図）
（①-P77、②-P53)

環境区分と生物との関連性の整理
（陸域・水域）(①-P67、②-P50)

河川環境情報図（区間図）
（①-P77、②-P53)

河道の変遷シート
（①-P47、②-P34)

【検討の流れ①】
収集した資料より、

北川の環境の特徴を
把握する。

【検討の流れ②】
北川河川改修の基

本方針を設定する。

【検討の流れ③】
河川環境情報図

（区間図）を用いて、
区間毎に保全したい
環境を極力残す改修
計画を検討する。

【検討の流れ④】
　改修後の河道の変
動を予測し、河道の維
持が容易であるか
チェックする。
(高水敷掘削高の検
証)

①河川環境情報図（区間図）を見て、区間毎の環境
を特徴を把握

②河川環境情報図（区間図）をもとに、保全したい環
境を極力残すように掘削箇所を複数案検討
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3－2 北川の河川環境の特徴の把握 

 

北川では、河川環境の特徴を以下の調査結果から把握しています。 

●北川流域の概要 

●北川と地域社会の関わり 

●北川の生物調査 

この結果、北川では、「河畔林を保全して欲しい」という地域ニーズがあることと、

「北川の生物にとって、水域の環境が極めて重要である」ことがわかりました。 

 

 

この北川の河川環境の特徴を把握するために作成した河川環境資料は、以下の通り

です。 

 

北川の検討項目と対応する河川環境資料 

①北川流域の概要

②北川と流域社会の関わり

③北川の生物調査

河川の概要

ヒアリング結果概要シート

植物：重要な種及び群落の整
理

動物：重要な種及び注目すべ
き生息地の整理

環境区分と生物の関連性の整
理

【北川の検討項目】 【対応する河川環境資料】

 

 

以下に、北川の流域・社会環境・生物調査結果の概要を紹介します。 
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3－2－1 北川流域の概要 

北川では、まず、「河川の概要」として自然環境面、社会環境面を整理しています。

この整理結果より、北川の特徴としては、 

  ●感潮域が河口から7ｋｍにおよぶ 

  ●両岸に河畔林が発達している 

  ●堰の少ない河川で、27ｋｍまで魚類が遡上する河川である 

 等、河川環境を包括的に見た特徴が把握できました。 

 

 

 

【検討内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北川の河川環境の特

徴が、簡潔にまとめら

れている。 
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3－2－2 北川と地域社会の関わり 

 

北川では、文献調査結果、ヒアリング結果から、北川と地域社会の関わりを把握して

います。 

調査結果より、 

  ●水防林として育成された河畔林がある。 

  ●河畔林のある風景の保全が望まれている。 

  ●エノキ・ムクノキの沿川修景木の保全が望まれている。 

  ●昔は河原が多かった。（ヤナギ・ヨシ等は無かった） 

 等、河畔林の保全に対する地域ニーズを把握することができました。 

 

【検討内容】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ヒアリングによる北川と沿川地区住民との関わり 

北川沿川の地区住民が、北川とどのように関わっているのか、河川利用、河畔林、動植物、

水防等についてヒアリング調査を行い、大事にされている河畔林や、河川利用状況等、地域の

意見・要望を把握した。 

◆「ひゅうごひぐり」を残してほしい（４km 付近右岸の山林の総称で、歴史の舞台として比

較的多くの史跡がある。川沿いの散策道も整備され、観光客・住民利用も多い）。 

◆7.6km 付近左岸の河畔林は、地元伝統行事の「せとき」の際に、櫓の材料として利用して

きたので、できるだけ残してほしい。  等 

 

北川では、特徴的な河畔

林があり、保全して欲し

いというニーズがある

ことが分かった。 
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3－2－3 北川の生物調査 

 

北川では、生物調査を実施した結果をもとに、 

植物：重要種および群落 

動物：重要種、注目すべき生息地、漁業対象種、その他注目すべき動物 

を抽出し、重要種の確認地点を平面図上に整理しています。さらに、「環境区分と生物

の関連シート」として、北川の環境区分と生息・生育する生物種の関係を整理しました。

この結果、北川の水域には、カワスナガニの生息環境、コアマモの生育、アユの産卵

床が形成されていることがわかりました。特に、現況のアユの産卵床には、河床掘削を行

うと塩水が遡上し、影響を与えてしまう可能性があることがわかりました。これらのこと

から、北川では水域の環境を保全することが極めて重要であることが分かりました。 

 
 
 

【検討内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汽水域は多くの生物の

生息場として利用され

ていることが分かった。

瀬が魚類の産卵床とし

て利用されており、海と

の連続性が重要である

ことが分かった。（もし

掘削して塩分遡上する

と産卵床に影響するお

それがある） 

北川では、水域の環境が

極めて重要であることが

分かった。 
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3－3 北川の河川改修の基本方針の設定 

 

北川の環境の特徴を踏まえ、流下能力を確保するための河川改修の基本方針を設定して

います。この改修の基本方針のうち、河川環境に関わるものとしては、以下の 2 点があ

げられています。 

●北川では水域が極めて重要であることから、低水路を保全することを基本とし、高

水敷・樹木の伐採により流下能力を確保する。 

●北川では河畔林が特徴的であることから、流下能力を確保するための樹木の伐採に

ついては、河畔林の機能に応じて、その取り扱い（重要度）を設定する。 

 

北川の検討項目と対応する河川環境資料 

河川改修の基本方針
河川整備基本方針（河川整備
計画）検討シート

【北川の検討項目】 【対応する河川環境資料】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に、北川の河川改修の基本方針のうち、河道断面の拡大方法、河畔林の機能分類と

取り扱いについて紹介します。 

③生物の生育･生息の場をなるべく保全
④北川には、良好な瀬・淵があり、アユの産卵場、カワ
スナガニの生息場等があることから、基本的に低水
路は保全し、高水敷の掘削(平水位+1ｍ）・樹木の伐
採で流下能力を確保する。

⑤樹木伐採の方針
◆山付きの魚付き林は現況を保全する。水際部の
樹木は必要最小限度の伐採とする。

◆地域の景観を維持する上で重要な樹林（景観
林）を極力保全する。

◆昔からある水防林のうち、流下能力を阻害する
樹木は、必要最小限の伐採を行う。

【北川改修の基本的な考え方】

①計画対象流量；5,000m３/s
②洪水防御方式　下流部；連続堤方式
　　　　　　　　　　　　中下流部；霞堤方式
　　　　　　　　　（＋堤防強化、河道掘削、樹木伐採）

⑥改修後河道の変化の予測（維持が困難な改修方式
はとらない）

⑦予測ができない点についてはモニタリングを行い、
計画にフィｰドバックさせる
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3－3－1 河道断面の拡大方法 

 

北川の「河道断面の拡大方法」については、低水路保全の観点から、高水敷掘削・樹木伐

採により確保することを基本としています。 

北川には、良好な瀬・淵が多くあり、良好なアユの産卵場、カワスナガニの生息場等があ

ることから、低水路を保全することを基本に、高水敷の掘削・樹木の伐採で流下能力を確保

することとしています。この際、高水敷の掘削高さは、河道の安定性評価を行い、「平水位

+1ｍ」と設定しています（掘削高さの妥当性については、「１－５ 改修後河道の変動予測」

参照）。 

また、北川では河畔林の保全が望まれていることから、河道内の樹木の伐採は、必要最小

限にとどめることとしています。 

 

 

 

 

 

【検討内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改修の基本方針では、北川には良好な瀬・淵があり、
アユの産卵床、カワスナガニの生息場等があること
から、基本的に低水路は保全し、高水敷の掘削・樹
木の伐採で流下能力を確保することとしている。 

低水路を保全するた
め、高水敷の掘削高さ
を「平水位+1ｍ」と設
定している。 

北川では、「瀬・淵の

安定性」、「植生の遷

移」の両面から、掘削

高の妥当性を検証し

ている。 

流下能力を確保する
ため、河道内の樹木
を部分的に伐採する
こととしている。 
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3－3－2 河畔林の機能分類と取り扱い（重要度） 

北川らしい景観要素である河畔林について、機能別に分類し、その分布位置から、河

畔林の重要度を設定しています。 

●水防林のうち、流下能力を阻害する樹木は、必要最小限の伐採とする。 

●山付きの魚付き林は保全する。水際部の樹木は必要最小限の伐採とする。 

●地域の景観を維持する上で重要な樹林（景観林）を極力保全する。 

 

【検討内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北川らしい景観要
素である河畔林につ
いては、広域での分
布状況がわかる航空
写真をベースに、機
能毎に分布位置を整
理している。 

河畔林の機能
別に、河道改修
にあたっての取
り扱い（重要度）
を整理してい
る。 
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コラム 河川の自然環境の保全・復元目標の考え方 

 

 

 

 

 

 

◆現在の自然環境が良い河川では、「良いところをなるべく保全する。どうしても手をつ

けなくてはいけない所は、なるべく元の環境になるように工夫する。」ことが基本にな

る。 

◆保全の優先度がたかいところを比較級の形で整理すると以下のとおりである。 

①川に依存するものは、川以外に依存しているものより保全の優先度が高い 

②その川固有のものは、他の川にあるものより保全の優先度が高い 

③復元が困難なものは、復元が容易なものより保全の優先度が高い 

④生態的機能が高いものは、低いものより保全の優先度が高い 

⑤多様性に影響を与えるもの（希少なもの）は優先度が高い 

 

 

 

◆一般的な復元目標の取り方 

①昔の川の姿を目標にする 

②近傍の人為的影響の少ない他の川を目標にする 

③上下流の人為的影響の少ないところを目標にする 

◆具体的な目標は基本的には三つの目標設定が考えられる。「生物あるいは生物群集を

目標とする場合」「生物の生息・生育空間を目標とする場合」「流量変動、水循環、土

砂循環、塩分濃度などの生物生息空間の機能を成立させる循環を目標とする場合」 

例）昔のようにサツキマスなどの魚類が河口から 70km まで遡上することを目標 

例）植物連鎖の頂点にたつサシバの生息を支える生物群集を目標 

例）昔の川の姿を復元目標 

例）昔と同じような大きな瀬と淵を復元することは困難だが、規模は若干小さい

が瀬と淵が自立的にできて維持されるシステムが復元目標 

例）河原が減少してきたので、20 年前の河原が復元目標 

例）都市化により平常時の流量が減ってきたので、水循環・地下浸透が復元目標 

例）現在より冠水頻度が高かったときの河畔林の林内構造を復元目標 

 

 

 

河川の自然環境の保全・復元目標について、玉井、奥田、桜井、森、辻本らがそれ

ぞれ提案しており、その意見の共通性には高いものがある。共通点としては、「全く

人為が入っていない状況ではなく、大きなインパクトがある前の状況を目標とする」、

「攪乱などを含めた、生息環境が保たれるシステムを保全する」ことである。 

資料)島谷幸宏(2000)：河川環境の保全と復元、鹿島出版会 

１．自然環境の良い河川は保全が基本 

２．復元は、復元目標をしっかりと設定する 

３．保全・復元の様々な考え方 

北川では、河畔林の取り扱いについて、その機能に着目して取り扱い（重要度）を設定

した。一般に、河川の自然環境を保全・復元しようとする際に重要な、『保全・復元目標』

の設定には、以下の考え方が参考になる。 
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3－4 北川の区間別改修計画の検討内容 

 

北川では、河川水位の縦断特性から河川区分を行い、それぞれの区間毎の河川環境

情報図（区間図）において、河川環境の現状、治水上の課題を整理し、河川改修の基

本方針を踏まえた改修計画（掘削・伐採箇所）を詳細に検討しています。 

 

北川の検討項目と対応する河川環境資料 

【北川の検討項目】 【対応する河川環境資料】

区間別改修計画の検討 河川環境情報図（区間図）

環境区分と生物の関連性の整理

環境区分毎の生物の利用及び整備
と保全のための配慮事項

 

 

北川で検討した区間別改修計画の流れを以下に示します。改修計画（掘削・伐採箇

所）を、河川環境情報図に重ね合わせることで、どこを保全し、どこを改変するのか、

容易に把握することができます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川環境情報図を用いた多自然型川づくりの検討段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各検討区間の計画 
◆河川水位の縦断特性（潮位の影響など）を踏まえた上で、区間分割を
行い、区間毎に改修計画内容を検討した。 

①区間の概要 
②河川環境の現状 
③治水上の課題 
④改修計画の内容 
⑤改修後の状況 

河川環境情報図（区間図）に改修計画を重ね合わせる 
◆情報図上で確認できること 

①高水敷の掘削範囲 
②樹木の伐採範囲 
③保全される樹木 
④手を付けないところ 

◆改修後の平面図・横断図を作成 
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北川では、区間毎に重要な環境を保全するため、樹木の伐採箇所、高水敷の掘削箇

所を数パターン設定した上で、個別に水位計算を行い、設定した流下能力を満足する

のかチェックを行いました。それでも流下能力が不足する場合には、樹木の伐採方法

や高水敷の掘削方法を変更して、河川環境の保全と治水の両面を満足する河道断面と

なるまで水位計算を繰り返しました。 

 

【検討内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆北川では、河川水位の縦断特性から河川区分を行い、それぞれの区間毎について、河川

環境情報図を利用して、河川環境の保全・復元を目指した河道計画を検討している。 

区間毎に河川環境情報図を

用いて、河川環境の保全・

復元を目指した河道計画

を、細やかに検討している。
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北川事例のように、環境情報図からその区間の環境の特徴を整理し、保全する

対象を明確にした上で、区間毎に細やかな環境への配慮事項を検討することが重

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【区間別検討の例】区間Ⅱ 大峡地区、差木野地区、鹿小路地区（北川 4ｋ800～6ｋ600）

河川環境情報図から、

水域・陸域、その他に

ついて、当該区間の特

徴を整理している。 

河川改修の基本方針

を踏まえ、当該区間の

治水方策について整

理している。 
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改修おける河川環

境への配慮事項を

細やかに設定して

いる。 

掘削後の人々の利用

にも配慮している。

水際の河畔林を保

全する。 

水際を保全する。 

魚付き林と一体と

なった環境を保全

する。 

当該区間において、

保全する対象を明

確にしている。 

水位計算の結果を

うけて、保全でき

る環境を整理して

いる。 
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北川では、高水敷の掘削後も元の利用形態（グラウンド等）ができるように配慮

している。 

 

 

 

 

 水際部のクスノキ・エノキ林を保全し、その背後の

竹林を伐採して、流下能力を確保している。 

湾曲外岸側の淵と山付林を

保全する。 

【区間別検討の例】区間Ⅱ 大峡地区、差木野地区、鹿小路地区（北川 4ｋ800～6ｋ600）

湾曲外岸側の淵と山付林を保

全する。 
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5/650 

高水敷の掘削では、極

力水際を保全する。 

【工夫点】 

改修後の横断イメージ図を作成。 

縦横のスケール比を 1：2 としており、わ

かりやすい図となるよう工夫している。 

【工夫点】 

掘削箇所、樹木伐採箇所を

重ね合わせることで、どこが

保全され、どこが改変をうけ

るのかが、分かりやすい。 

掘削後も、グラウンドと
して利用可能である。 

高水敷の掘削では、極
力水際を保全する。 
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平水位＋１ｍまでの高水敷掘削が望ましいが、当該区間には、掘削可能な高水敷

が無いことから、流下能力を確保するために、やむなく平水以下の部分を掘削する

こととしている。 

この際、低水路掘削によって失われるワンドについては、代償措置として、上流

側に新たに創出している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【区間別検討の例】区間Ⅰ-2 北川下流区間（北川 3ｋ000～4ｋ800） 

当該区間は、高水敷

が無いことから、流

下能力を確保するた

め、平水以下を掘削

することとしてい

る。 

当該区間で、特筆す

べき特徴をトピック

的に整理している。 
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当該区間で、特筆

すべき特徴（ひゅ

うごひぐり）を保

全することを明

確にしている。 

低水路掘削によ

って失われるワ

ンドの代替措置

を行っている。 
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環境区分と生物の関連性の整理から、当該区間にある環境区分が生物にどのよう

に利用されているか把握し、大切な環境区分が失われる場合には、復元・代償措置

を考えることが重要です。 

 

 

河口付近の湿地は、
ヨシ、ヒメガマなど
の植物や、多く動物
の生息場所として重
要である。

【区間別検討の例】区間Ⅰ-2 北川下流区間（北川 3ｋ000～4ｋ800） 
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観光資源となっている「ひ
ゅうごひぐり」の現状維持

3/800 

観光資源となっている「ひ
ゅうごひぐり」の現状維持

水際部の掘削で
は、カワスナガニ
の生息に配慮する 

掘削により失われ
る汽水域のワンド
を代償（ミティゲ
ーション）した。 
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●まちづくり計画や景観計画にも配慮し、改修計画を検討することも重要です。 

●湿地の改変面積を極力減らすために、土堤の他に特殊堤を採用するなど、影響の

少ない工法を選定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【区間別検討の例】区間Ⅰ-2 北川下流区間（北川河口～3k000） 

川沿いの歴史的文

化施設についても、

抽出・整理してい

る。 
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まちづくり計画と

も連携し、歴史的文

化施設についても、

配慮事項を検討し

ている。 

逆流防止水門の設

置に伴い、環境が改

変する箇所に生育

している重要種に

ついては、実験的に

移植する。 

ヨシ原の改変面積

を出来るだけ小さ

くするため、特殊堤

を採用している。 
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●環境区分と生物の関連性の整理から、当該区間にある環境区分が生物にどのように

利用されているか把握し、大切な環境区分については、できるだけ保全する方策を

考えている。 

●まちづくり計画、地域の歴史・文化、景観形成も考慮して、河川環境情報図から、

それらの施設の位置を把握している。 

●貴重な植物の生育が確認されている箇所で、改変が避けられない場合には、実験的

な移植を検討している。 

 

 

河口付近の湿地に
は、ヨシ群落をはじ
めとして、ヒメガマ
などの植物や、多く
動物の生息場所と
して重要である。

まちづくり計画と連

携し、歴史的文化施設

についても配慮し、常

夜灯を移築する。 

【区間別検討の例】区間Ⅰ-2 北川下流区間（北川河口～3k000） 
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環境が改変する場
所に生育している
ハマナツメ、シバナ
については、実験的
な移植を予定して
いる。 

ヨシ原の改変面積を出

来るだけ小さくするた

め、特殊堤を採用する。 

重要種であるハマ

ナツメ、シバナが確

認されている。 
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3－5 改修後河道の変動予測 

北川では、高水敷の掘削高さを「平水位+1ｍ」と設定し、改修後の河道が維持される

か、改修後河道の安定性の評価を行っています。 

河道の安定性を評価するために、「瀬・淵の改修後の変化」と「将来の植生遷移」に

ついて検討を行っており、このうち、「将来の植生遷移」については、河川環境情資料

を活用して実施しています。 

【河川環境資料の活用方法（将来の植生予測）】 

●河道の変遷シートで、河道内植生の遷移状況を把握する。 

●河川環境情報図と改修前後の横断図から、植生の冠水頻度を比較する。 

 

北川では、「平水位+1ｍ」の高水敷の冠水頻度を確認したところ、年間8日程度の冠

水頻度であり、この結果、エノキ・クヌギ等による樹林化の恐れは低く、将来の植生遷

移の観点からは、「平水位+1ｍ」の掘削高は妥当であると判断できました。 

 

 

北川の検討項目と対応する河川環境資料 

【北川の検討項目】 【対応する河川環境資料】

現況河道内植生の遷移状況 河道の変遷シート

河川環境情報図

その他の資料（改修前後の横断
図、H-Q式、流況）

改修後河道の植生遷移予想
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北川では、改修後の高水敷高を「平水位+1ｍ」と設定しました。この高さが低すぎ

ると洪水時の河床変動の影響により、低水路の低下につながるおそれがあり、高すぎ

ると樹木が繁茂し、維持管理に支障を及ぼすおそれがあります。 

北川では、改修後の河道形状が維持されるのか予測するため、下図に示す河道の安

定性評価を行いました。 

このうち、河川環境資料をもとに検討した植生の遷移予測（冠水頻度のチェック）

について以下に紹介します。なお、植生の横断分布については、別途、植生調査を行

い把握しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

高水敷掘削高を検証する検討項目 

 

河道の安定性評価 瀬・淵の改修後の変化 

◆低すぎると洪水時の河床変

動の影響により、低水路の低

下につながるおそれがある。

将来の植生遷移 

◆高すぎるとすぐに樹木が繁

茂し、維持管理に支障をきた

すおそれがある。 

瀬・淵・澪筋の変化実績 

摩擦速度 

河床変動計算 

湾曲部の淵の横断形状変化予測

現況河道内植生の遷移状況 

河道の変遷から、過去からの

樹林化の状況を把握可能。 

改修後河道の植生遷移予想 

河川環境情報図、改修前後の

横断図および H-Q 式、流況を

もとに検討可能。 

河川環境資料をもとに検討可能 
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（1）現況河道内植生の遷移状況 

 

北川では、1975 年の航空写真と、1998 年の現地調査結果から、河道内の樹林の変

化状況を把握しています。 

この結果、北川の河道内の樹林化は進行しており、23年間に樹林地面積が約2.6 倍に

も増加したことが明らかとなりました。 

このことから、北川の河川改修においては、改修後も流下能力を維持していくために、

樹林化しない程度に冠水する掘削高を設定する必要がありました。 

 

【検討内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北川の河道内は樹林

化が進行し、樹林地面

積が昭和 50 年に対し

て 2.6 倍となった。 

改修後も流下能力を維

持していくため、樹林

化を進行させないよう

な掘削高を設定するこ

とが必要。 
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（2）改修後河道の植生遷移予想 

 

北川では、水際から高水敷に生育している植生の立地条件を調査し、主要な植物の冠

水頻度を調査しました。この結果、エノキ・クヌギなどの樹木は、冠水頻度が年間1日

以下の場所に生育していることが分かりました。すなわち、高水敷の冠水頻度が年間1

日以下であった場合、エノキ・クヌギ等による樹林化が進むことが懸念されました。 

一方、「平水位+1ｍ」の高さの冠水頻度は、年間 8 日程度であり、「平水位+1ｍ」の

高さの高水敷であれば、現況のツルヨシ群落、ヨモギクラス草地、ツルヨシ群落・イノ

バラ低木林、マダケ林、ジャヤナギ林等が再生する可能性があり、エノキ・クヌギ等に

より樹林化する可能性は低いものと判断できました。 

 

【検討内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「平水位+1ｍ」の高さ

の高水敷の冠水頻度

は、約 8日/年であり、

エノキ・クヌギ等によ

る樹林化の可能性は低

いと判断された。 

各流量規模の発生頻度 

200ｍ３／s…８日／年             700ｍ３／s…１日／年以下 

1,850ｍ３／s…平均年最大流量（２～３年／回） 5,000ｍ３／s…計画対象流量（H9.9 出水時ピーク流量）
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